
近
江
国
の

「町」

地
名
を
め
ぐ
っ
て

|
|
条
里
呼
称
法
の
基
礎
的
研
究
|
|

伊

寿

藤

手目

は

じ

め

に

近
江
田
は
、
大
和
国
と
な
ら
ぶ
歴
史
地
理
学
研
究
の
好
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
か
つ
て
、
米
倉
二
郎
T)
が
条
里
集
落
の
存
在
を
想
定

近江国の「町」地名をめぐって

し
、
足
利
健
亮
(2)

が
郷
の
正
倉
を
追
求
し
た
の
も
、
こ
の
近
江
田
で
あ
っ
た
。

近
江
田
の
条
里
制
に
関
し
て
は
、
琵
琶
湖
を
中
心
と
し
て
右
回
り
に
一
周
す
る
条
里
呼
称
法
の
統
一
状
況
を
足
利
三
が
解
明
し
た
こ
と

に
よ
り
、
ほ
ぽ
一
段
落
し
た
感
が
強
い
。
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
幾
っ
か
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
の

一
つ
が
、
本
稿
で
論
じ
る
、
こ
れ
ま
で
の
条
里
制
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
、
近
江
田
に
広
く
分
布
す
る
小
字
の

宰
@
永
J

「
町
」
地
名
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
条
里
制
研
究
に
お
い
て
は
、
研
究
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
く
地
割
論
に
傾
き
、
呼
称
論
に
対
す
る
相
応
の
考
究
を
著
し
く
欠
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い
て
き
た
。
参
照
す
べ
き
近
年
の
呼
称
論
の
研
究
は
、
服
部
昌
之
Z
・
金
田
章
裕
(5)

の
両
大
著
に
載
せ
ら
れ
た
論
文
の
み
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
近
江
国
の
条
里
呼
称
法
に
関
し
て
も
、
基
礎
的
な
デ
l
タ
の
持
捜
・
検
討
か
ら
ま
ず
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
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あ
る
。
本
稿
で
は
、
条
里
の
最
も
基
本
と
な
る
一
町
四
方
の
空

聞
を
指
し
示
す
呼
称
・
地
名
に
関
し
て
、
基
礎
的
な
史
資
料
の

提
示
・
検
討
か
ら
始
め
、
導
入
・
定
着
・
変
容
を
め
ぐ
る
諸
問

題
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
(63

長浜市十里町の小字名

近
江
田
の
「
町
」
地
名

図
ー
と
し
て
示
し
た
も
の
は
、
湖
北
に
位
置
す
る
長
浜
市
十

里
町
の
小
字
名
主
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧
坂
田
郡
の
四
条
十
里

と
そ
の
周
辺
部
に
相
当
す
る
。
北
東
角
に
始
ま
っ
て
南
行
す
る

平
行
式
の
坪
並
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
事
例
の
一
つ
と
云
え
よ

う
か
。こ

の
よ
う
な
坪
並
は
、
近
江
国
の
他
の
地
域
に
お
い
て
も
ご

で
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、

く
普
通
に
見
う
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

図
ー
の
ほ
ぼ
中
央
に
存
在
す
る
「
十
五
町
」
「
十
六
町
」

の
三
つ
の
、
数

調

よ
る

町Eけ
」れ

地ど
名 も
で
あ
る

さ
し
て
珍
し
い
も
の

「
十
八
町
」

町

「
十
六
町
」

「
二
ノ
坪
」
な
ど
の
小
字
名
が
、
正
し
く
四
条
十
里
の
一
坪
・
二
呼
の
位
置
に
遺
存
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
十
五

「
一
ノ
坪
」

「
十
人
町
」
の
各
小
字
名
も
、
確
か
に
同
条
里
の
十
五
坪
・
十
六
坪
・
十
八
坪
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
位
置
を



占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
条
里
制
に
基
づ
く
肝
陪
地
割
の
上
に
遺
存
し
て
い
る
こ
と
、
十
五
町
の
如
く
に
数
調
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

'』+」阜、

;
l
 
い
わ
ゆ
る
条
里
制
の
「
坪
」
地
名
と
混
在
し
て
い
る
点
か
ら
し
で
も
、
条
里
呼
称
に
属
す
る
小
字
名
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
近
江
田
の
条
里
の
地
割
と
呼
称
を
図
上
で
復
原
す
る
に
際
し
で
も
、
こ
の
「
町
」
地
名
の
存
在
を
と

く
に
留
意
し
て
論
じ
る
こ
と
な
く
、
単
に
「
坪
」
地
名
と
同
等
に
利
用
し
て
き
た
の
が
実
状
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
に
、

一
般
的
な
条
里
呼
称
で
あ
る
「
坪
」
地
名
と
特
異
な
「
町
」
地
名
が
、
こ
の
よ
う
に
混
在
し
て
い
る
の
か
。
そ
し

て
、
何
故
に
、
「
坪
」
地
名
で
は
な
く
、
「
町
」
地
名
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
か
。
筆
者
の
究
明
し
た
い
点
は
こ
こ
に
尽
き
る
と
云
つ

て
よ
い
。

近江図の「町」地名をめぐって

図
1
で
提
示
し
た
小
字
名
の
遺
存
状
況
は
、
近
江
国
の
他
の
地
域
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
な
ら
ば
多
く
の
図
を
示
し
て
、
そ
の

遺
存
状
況
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
紙
幅
を
も
た
な
い
以
上
、
筆
者
の
管
見
の
範
囲
で
、
そ
の
存
在
を
認
め
え
た
数
調

を
と
も
な
う
「
町
」
地
名
を
、

一
覧
表
と
し
て
示
し
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。

表
中
に
は
「
ま
ち
」
と
訓
じ
る
小
字
名
と
と
も
に
、
竜
王
町
小
口
の
「
十
二
ノ
町
」
の
如
く
に
、
「
チ
ョ
ウ
」
と
音
読
す
る
事
例
も
含

い
む
ら

め
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
近
江
町
飯
の
「
十
二
条
町
」
の
よ
う
な
関
連
す
る
「
町
」
地
名
も
載
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
数
詞
を
と
も
な
う
「
町
」
地
名
が
、
条
里
制
に
基
づ
く
「
坪
」
地
名
と
混
在
し
て
い
る
事
例
を
表
と
し
て
ま
と
め
る
段
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階
で
、
新
た
な
幾
つ
か
の
事
実
を
確
認
し
え
た
。

そ
の
第
一
は
、
図
1
で
示
し
た
湖
北
の
み
で
は
な
く
、
湖
東
・
湖
南
・
湖
西
と
、
近
江
田
の
ほ
ほ
全
域
に
わ
た
っ
て
、
「
一
ノ
町
」
の



表 1 滋賀県の「町」地名

草 津市|支那中1 (壱ノ町・二ノ町・八ノ町・七ノ町)

守山市|三宅2 (市之町)

士 山町|山中3 (ーツ町・三ツ町)
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近江八幡市|多賀4 (八ノ町)、金剛寺5 (ーノ町)、鷹飼6(四之町)、西庄7 (市

ノ町)、十王町8 (六之町)、馬淵9 (ーノ町)、長光寺10 (五ノ町)

蒲生町 l下小房1J(七ノ町)

竜 王 町|小口12 (十二ノ町・十八町・十九町・中十九町)、須恵13(二ノ町)、

林14 (上五ノ町・下五ノ町)

八日市市|下羽田 15 (十ノ町)、中羽田15 (八ノ町)、上羽田 15 (七ノ町)

五箇荘町|七里16 (ーノ町)

能登川町|川南17 (上十六町・下十六町・十七町・廿三町・廿四町)

彦根市|小泉18 (ーノ町)、八坂19 (廿七ノ町・三十三ノ町)、大薮20(十六

町)、日夏21 (二ノ町・一ノ町・三ノ町・五ノ町・六ノ町・七ノ町・八

ノ町・九之町・十之町・上十二ノ町・下十二ノ町・拾壱町・拾弐町・拾

三町・五ノ町・五ノ町)、高官22 (七町・市ノ町・北大町)

豊郷町|四十九院お(六町)、石畑24 (六町)、八町25

長浜市 IJII崎剖(十九町)、山階45 (ーノ坪町)、今26(六ノ町・三七町)、小

沢四(十五町)、十里29 (拾五町・拾六町・十人間・)、七条30 (十二

町)、国友31 (ーノ町・二ノ町・三ノ町・四ノ町・五ノ町・六ノ町・七

ノ町・八ノ町・九ノ町・十ノ町・十一ノ町・十二ノ町・十三ノ町)

山東町|本郷32 (五ノ町)

近 江 町 l飯33 (十二条町・小一条町)、宇貫野34 (北三条町・南三条町)、長

浜35 (上三条町・下三条町・六ノ坪町)

湖 北町|速水晶(十一町・十六町)、大光寺田(六町)

虎姫町|月ケ瀬38 (四ノ町)

びわ町|落合却(八ノ町)

今津町 l深清水40 (十六町)

安雲川町|田中41 (三ノ町・外八町)

高島町 l永田42 (九ノ町)

木之本町|木ノ本43 (八町)、黒田44 (八町)

「町」地名の位置は図 2に示す



近江国の「町」地名をめぐって

A
斗
↓
l

ー
に
存
在
す
る
「
沖
町
」

015km  

如
き
小
字
名
が
確
か
に
存
在
し

』じ矧
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
そ
の

と軒
大
半
が
条
里
制
に
基
づ
く
肝
陪

町
民
地
割
の
上
に
遺
存
し
、
「
坪
」

一
日
地
名
と
混
在
し
て
い
る
こ
と
。

の
肩

名
右
第
三
に
、
多
く
の
「
坪
」
地
名

地
の

J
ー
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

町
表

「
は
「
町
」
地
名
も
ま
た
近
江
国
の

の
号

d

国
番
各
郡
の
条
里
呼
称
に
あ
て
は
ま

江
の

近

中図
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

q'L
叫
唖

図
れ
が
移
動
し
、

そ
の
位
置

拡
大
し
て
い
る
事

「
杉
町
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
個
有
名
詞
を
と
も
な
う
「
町
」
地
名
を
も
考
察
の
射
程
内
に
含
め
る
な
ら

例
も
存
在
す
る
。
第
四
に
、
図

ば
、
そ
の
数
は
き
わ
め
て
膨
大
な
も
の
と
な
り
、
近
江
国
に
お
け
る
「
町
」
地
名
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
、
改
め
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
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近
江
国
の
条
里
史
料

近
江
国
に
お
け
る
条
里
呼
称
法
の
導
入
・
整
備
か
ら
定
着
に
至
る
状
況
を
お
さ
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
奈
良
中
期
か
ら
平
安
初
期

に
か
け
て
の
条
里
呼
称
を
記
す
史
料
を
逐
一
検
討
し
、
そ
れ
を
経
た
上
で
、
平
安
中
期
に
至
る
ま
で
の
条
呈
関
連
史
料
の
概
要
を
表
2
と

し
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

a 

天
水平

四 回 感
至壱宝
西東伯元
限限町年
五神滞近(
条崎生江-1--
畔苦郡固面

車九
井)

佐
々
木
山
長
峯

聖
武
天
皇
施
入
勅
願
文
写
(8)

南
限
鳥
坂
長
峯

北

限

大

清

聖
武
天
皇
が
、
近
江
田
蒲
生
郡
に
所
在
し
た
水
田
百
町
を
、
大
和
国
の
薬
師
寺
に
勅
施
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
史
料
は
、

鎌
倉
期
前
後
の
写
し
で
あ
り
、
西
の
四
至
と
し
て
記
す
「
五
条
畔
」
が
確
か
に
正
文
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
近
江
田
で
の
条
里
呼
称
法

の
導
入
を
一
亦
す
初
見
史
料
と
な
し
え
よ
う
。

b 

天
平
勝
宝
三
年
(
七
五
一
)

東
大
寺
領
近
江
国
水
沼
村
・
覇
流
村
開
団
地
図
(9)

十
一
条
二
里
一
柴
原
田
六
十
歩

近
江
国
に
お
い
て
、
条
里
呼
称
法
の
導
入
・
整
備
を
確
定
し
う
る
初
見
史
料
で
あ
る
。
水
沼
村
・
覇
流
村
の
両
図
と
も
に
、
地
割
の
界



線
と
条
里
呼
称
法
の
整
備
状
況
を
明
記
し
て
い
る
。

c 

天
平
宝
字
二
年
(
七
五
八
)

近
江
国
司
牒
写
(
叩
)

近
江
国
司
牒

川
原
寺
三
綱

日

廿
七
条
廿
六
上
山
本
田
九
十
歩

品
川
三
下
山
本
田
二
段
二
百
歩
益
百
歩

舟
四
上
谷
口
回
二
段
三
百
五
十
歩
益
九
十
歩

巳
上
甲
加
郡
蔵
部
郷
音
太
部
寛
田
者

品
川
五
谷
尻
田
一
段
百
八
十
歩

近江国の「町J地名をめぐって

同
郷
椋
人
万
良
売
田
者

牒
寺
与
前
件
寛
等
相
訴
墾
田
勘
検
天
平

十
四
年
班
図
国
籍
井
令
校
図
寛
等
之
名
定
日

数
具
如
前
令
録
事
状
牒
至
准
状
以
牒

天
平
宝
字
二
年
五
月
十
九
日

本
来
な
ら
ば
、
行
論
に
必
要
な
文
言
の
み
を
抄
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
従
来
、
歴
史
地
理
学
会
に
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
史
料
で
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あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
文
を
引
く
こ
と
と
し
た
。

こ
の
史
料
は
、
甲
賀
郡
の
条
里
制
研
究
は
無
論
の
こ
と
、
近
江
国
全
体
に
お
け
る
条
里
呼
称
法
の
整
備
状
況
を
も
検
討
す
る
に
た
る
、
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表2 近江国の条里史料

749年 蒲生郡 水田壱伯町近江国蒲生郡四至西限五条畔 大-3 - 242貰

751年 犬上郡 十一条三里一柴原田六十歩 荘絵一上-5頁

758年 甲賀郡 廿七条廿六上山本田九十歩 所報 19 号

778年 十三条十八里 大-6 - 599頁

796年 愛智郡 十条五里tt十五家田北二百歩 平一 1ー 15号*

802年 イシ 十条六里五野中田西二段百歩 ク -1 - 22号

818年 イシ 十条六里四上野田伯染拾陸歩 。-1- 44号

819年 坂田郡 大原一条三里廿二今治田伍段 ク 8-4421号

820年 愛智郡 十二条八長田皇廿七広田口切回参段 。-1 - 47号

823年 坂田郡 大原三条三里廿五墓原百八歩 。-1- 48号

825年 愛智郡 十二条九里六新治田 クー 1- 50号

832年 坂田郡 二コ三条二塁十五蓬田東畔本云 ク ー 1- 53号

833年 イシ 大原一条四里六菖仁二 ク ー 1- 54号*

835年 ク 大原二条六里廿七家依田二百六十歩 ク ー 1- 57号

836年 。 大原一条三里廿今牟小団地三段 ク ー 1- 60号

837年 愛智郡 八条八里九古家田五段 ク -1- 62号

840年 。 十一条七里叶五野依田壱段 ク ー 1- 65号

838年 。 十二条八栗前里tt十林田南弐段 。-10-4443号
847年 イシ 十一条九里三窪田壱段 ク 1- 87号

848年 イシ 十三条十里一石寺東壱段 。 1- 89号*

854年 。 十二条九里tt十六中桑原田壱段 。-1 - 114号*

855年 イシ 十二条九里十二桑原田弐段 。-1 - 120号

857年 ク 十二条七里廿一林田一倍捌拾歩 。-1 - 123号

859年 ク 九条九里叶二中荒木田二百歩、下右坪一 ク ー 1- 128号

861年 イシ 十三条十一里一川原因壱段伯捌拾歩 ク ー 1- 131号*
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重
要
史
料
で
あ
る
。

と
く
に
、
近
江
田
に
お
い
て
も
、
天
平
十
四
年
(
七
四
二
)
の
班
田
園
、
す
な
わ
ち
四
証
図
が
確
か
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
、
国
司
牒
と
云
う
当
時
の
一
級
史
料
に
お
い
で
さ
え
も
、
近
江
国
に
条
里
呼
称
法
が
導
入
さ
れ
た
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
廿
七

条
廿
六
上
山
本
田
九
十
歩
」
の
如
き
「
里
」
の
記
載
を
全
く
欠
く
、
や
や
混
乱
し
た
表
記
が
存
在
し
た
こ
と
を
も
明
示
し
て
い
る
。

宝
亀
九
年
(
七
七
八
)
穂
積
真
乗
女
寄
進
解
E

合
地
二
処
之
中
博
一
宗
明
八
盟
十
一
脱
却
一
附
…
想
者

史
料
中
に
は
地
名
を
記
し
て
お
ら
ず
、
国
郡
名
を
確
定
し
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、

d 

里
数
が
十
八
里
と
か
な
り
大
き
い
こ
と
、

史
料
に
載

せ
ら
れ
た
人
名
が
、
穴
太
村
主
・
穴
太
田
佐
・
錦
部
・
錦
村
主
と
、
近
江
固
と
関
連
の
深
い
こ
と
か
ら
し
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
は
、
近
江

近江国の「町」地名をめぐって

国
の
史
料
で
は
な
い
か
と
愚
考
し
て
い
る
。

延
暦
十
五
年
(
七
九
六
)

近
江
国
大
国
郷
墾
田
売
券
E

E 

十
条
五
里
品
川
五
家
田
北
二
百
歩

近
江
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
後
、
愛
智
郡
大
国
郷
・
八
木
郷
関
連
の
売
券
が
数
多
く
残
っ
て
お
り
、
条
里
呼
称
法
の
定
着
を
確
認
し

う
る
。
そ
の
状
況
を
概
要
と
し
て
示
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
史
料
に
よ
り
、
す
で
に
奈
良
中
期
に
お
い
て
、
近
江
固
に
条
里
呼
称
法
が
導
入
・
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

確
認
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
条
里
の
最
も
基
本
と
な
す
べ
き
一
町
四
方
の
空
間
を
指
し
示
す
「
坪
」
呼
称
の
、
特
に
「
坪
」
の
文
字
に
関



140 

し
て
は
、
当
該
期
の
史
料
の
上
で
は
、
そ
の
導
入
・
定
着
の
状
況
を
全
く
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
近
江
国
に
お
い
て
条
里
呼
称
法
が
導
入
・
整
備
さ
れ
て
定
着
し
た
奈
良
中
期
か
ら
平
安
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
史

料
の
上
で
は
「
坪
」
の
文
字
を
全
く
欠
い
て
お
り
、
阿
波
国
B
と
同
じ
く
「
条
|
里
|
坪
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
越
前
国

-
大
和
国
と
同
じ
く
「
条
|
里
|
坊
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
さ
。
無
論
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る

「
町
」
地
名
に
関
し
て
も
、
こ
の
時
期
の
史
料
か
ら
は
、
そ
の
存
在
を
全
く
確
認
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
奈
良
中
期
か
ら
平
安
前
期
を
通
じ
て
、
我
々
が
研
究
に
際
し
て
の
一
般
常
識
と
し
て
も
つ
「
坪
」
呼
称
の
表
記
を
、
か

よ
う
に
、
か
た
く
な
な
ま
で
に
拒
絶
す
る
多
く
の
史
料
が
存
在
す
る
事
実
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
江
田
に
お
け
る
「
坪
」
の
文
字
の
初
見
史
料
は
、
著
名
な
『
愛
智
荘
検
田
帳
』
(H)

で
あ
り
、
年
代
的
に
は
貞
観
元
年
(
八
五
九
)
ま

で
下
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
も
、
条
里
の
表
記
は
「
九
条
九
里
品
川
二
中
荒
木
田
二
百
歩
下
」
の
如
く
、
旧
来
の
ま

ま
に
数
調
の
下
の
「
坪
」
の
文
字
を
欠
い
て
い
る
。
大
和
国
の
元
興
寺
よ
り
下
向
し
た
学
頭
僧
・
延
保
が
、
荘
田
の
地
子
を
め
ぐ
っ
て
田

万
ら
を
論
破
す
る
に
際
し
て
、
各
々
に
、
「
右
坪
、
自
往
古
注
常
荒
、
今
臨
地
勘
見
熟
、
即
進
地
子
、
」
な
ど
と
注
記
す
る
個
所
に
「
坪
」

の
文
字
が
初
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
和
国
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
「
坪
」
の
文
字
を
寺
僧
が
使
用
し
た
と
の
深
読
み
も
で
き
な
く
は
な

しミ。
近
江
田
に
お
け
る
条
1

里
を
と
も
な
う
「
坪
」
呼
称
の
初
見
史
料
は
、
実
に
、
貞
観
一
五
年
(
八
七
三
)
ま
で
下
る
の
で
あ
る
。
こ
の

史
料
(
日
)
は
、

一
九
七
四
年
度
に
、
湖
西
に
位
置
す
る
高
島
郡
高
島
町
の
鴨
遺
跡
よ
り
発
掘
さ
れ
た
縦
二
ハ
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

六
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
長
大
な
木
簡
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
木
簡
の
上
端
か
ら
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
、

0
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
穴
が
聞
い
て
お
り
、
釘
な
ど
に
掛
け
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
近
江
国
の



近江国の「町」地名をめぐって

土
中
よ
り
出
土
し
た
、
当
時
の
在
地

に
お
い
て
確
か
に
「
条
|
里
|
坪
」

の
条
里
呼
称
法
が
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
明
示
す
る
重
要
な
史
料
で
あ

る

」
れ
ま
で
の
史
料
の
検
討
に
よ

り
、
近
江
固
に
お
い
て
は
、
す
で
に

奈
良
中
期
に
は
「
十
一
条
二
里
一
柴

原
田
六
十
歩
」
の
如
き
条
里
呼
称
法

が
導
入
・
整
備
さ
れ
、
平
安
初
期
ま

で
に
は
定
着
し
て
い
た
と
考
え
て
よ

図3

ぃ
。
し
か
し
、
条
里
の
最
も
基
本
と

示
す
文
字
は
、
少
な
く
と
も
、
現
在
認
め
う
る
史
料
の
上
で
は
全
く
そ
の
定
着
を
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
班
田
制
が
崩
壊
し
た
後
の

な
す
べ
き
一
町
四
方
の
空
間
を
指
し

平
安
中
期
以
後
に
至
っ
て
よ
う
や
く
史
料
の
上
で
「
坪
」
呼
称
が
安
定
的
に
-
記
さ
れ
、
定
着
し
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
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四

越
前
国
の
「
町
」
地
名

こ
の
よ
う
に
、
近
江
国
に
広
く
分
布
す
る
「
町
」
地
名
に
つ
い
て
は
、
奈
良
中
期
か
ら
平
安
中
期
に
至
る
史
料
の
検
討
か
ら
は
、
そ
の

由
来
を
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

け
れ
ど
も
、
調
査
の
目
を
ひ
と
た
び
越
前
国
に
向
け
た
場
合
、
注
目
す
べ
き
事
実
と
出
会
う
こ
と
と
な
る
。

図
3
と
し
て
示
し
た
の
は
、
鯖
江
市
の
東
方
に
位
置
す
る
今
立
町
南
中
山
の
小
字
図
B
で
あ
る
。
南
西
角
に
始
ま
っ
て
北
行
す
る
千
鳥

式
の
坪
並
と
し
て
、
「
一
ノ
坪
」

「
七
ノ
坪
」

「
十
三
」

「
十
八
」
の
各
小
字
名
が
遺
存
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
図
に
お
い
て
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
「
坪
」
地
名
で
は
な
く
、
「
坪
」
地
名
と
混
在
し
て
存
在
す
る

「
二
之
町
」

「
四
之
町
」

「
五
之
町
」

「
六
之
町
」

「
八
ケ
町
」
な
ど
の
「
町
」
地
名
な
の
で
あ
る
。
「
坪
」
地
名
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
「
町
」
地
名
も
条
里
制
に
基
づ
く
肝
岡
地
割
の
上
に
の
り
、
確
か
に
条
里
呼
称
に
相
当
す
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ

る

「
下
惣
ケ
町
」
の
「
惣
」
の
文
字
は
、
「
一
一
こ
の
転
批
と
し
て
ま
れ
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
「
町
」
地
名
に
含
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
上
記
の
「
十
一
三

「
十
八
」
と
て
も
、
十
三
坪
・
十
八
坪
の
略
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

り
、
こ
れ
と
て
も
、
あ
る
い
は
十
三
町
・
十
八
町
の
略
で
あ
る
可
能
性
も
全
く
な
し
と
は
し
な
い
。

以
上
の
状
況
は
、
前
に
述
べ
た
近
江
国
の
小
字
名
の
分
布
と
同
一
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
「
塚
町
」
の
如
き
個
有
名
詞
を
と
も
な
う

「
町
」
地
名
が
こ
れ
ま
た
数
多
く
存
在
す
る
状
況
ま
で
も
が
、
近
江
田
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
里
呼
称
法
が
導
入
・
整
備

さ
れ
た
奈
良
中
期
か
ら
の
そ
の
定
着
を
み
た
平
安
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
「
条
|
里
坊
」
の
呼
称
を
用
い
、
そ
れ
以
後
の
あ
る
時
点



に
「
条

i
里
|
坪
」
の
呼
称
へ
と
全
面
的
に
変
更
が
な
さ
れ
た
越
前
田
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
豆
、
越
前
固
に
特
有
の
四
分
法
の
条
里

の
復
原
に
資
す
る
現
在
の
小
字
名
の
大
半
が
、
「
二
之
町
」

「
十
之
町
」
の
如
き
、
近
江
国
と
同
じ
「
町
」
地
名
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
如
何
に
考
え
る
の
か
。
解
明
の
糸
口
は
、
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。

同
じ
く
越
前
国
の
丹
生
郡
と
足
羽
郡
の
小
字
名
を
精
査
し
た
田
中
正
人
B
に
よ
れ
ば
、
丹
生
郡
の
条
里
の
復
原
に
利
用
し
う
る
遺
存
地

名
は
、
総
数
七
八
の
う
ち
、
何
と
五
三
例
ま
で
が
「
町
」
地
名
で
あ
り
、
「
坪
」
地
名
は
わ
ず
か
一
六
例
に
す
ぎ
な
い
。
足
羽
郡
は
遺
存

地
名
そ
の
も
の
が
少
な
い
が
、
「
町
」
地
名
が
残
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
越
前
国
に
残
る
条
里
関
連
の
地
名
は
、
実
は
そ
の
大
半
が
「
町
」
地
名
な
の
で
あ
り
、
影
響
力
の
大
き
さ
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
町
」
地
名
が
か
よ
う
に
数
多
く
残
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
江
固
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様

に
、
こ
の
越
前
国
に
お
い
て
も
、

や
は
り
史
料
か
ら
は
そ
の
由
来
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
き
え
な
い
の
で
あ
る
。

近江国の「町」地名をめぐって

そ
し
て
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
奈
良
期
の
複
数
史
料
で
唯
一
そ
の
存
在
を
確
認
し
う
る
越
前
国
の
「
条
|
里
|
坊
」
呼
称
の
う

ち
、
と
く
に
最
も
基
本
と
な
す
べ
き
「
坊
」
呼
称
が
、
管
見
の
小
字
名
の
上
で
は
、
た
だ
一
つ
も
遺
存
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
B
。
こ

の
事
実
を
如
何
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

越
前
国
の
条
里
制
研
究
に
お
い
て
も
、

ひ
と
り
東
大
寺
領
荘
園
の
研
究
の
み
が
吃
立
し
、
そ
の
基
礎
と
な
す
べ
き
「
坊
」
呼
称
と

「
町
」
地
名
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
ず
、
正
当
な
評
価
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
『
和
名
抄
』
の
記
載
で
あ
る
o

と
く
に
、
巻
一
の
「
町
」
の
頁
に
は
、
「
蒼
韻
篇
云
町
他
丁
反
矧
腕
田
区

会
a
'
eり

也
」
と
あ
る
。
『
和
名
抄
』
が
編
ま
れ
た
平
安
前
期
か
ら
中
期
に
お
い
て
、
町
が
田
区
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
「
未
知
」

と
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
さ
ら
に
、
巻
十
の
「
坊
」
の
頁
に
は
、
「
撃
類
云
房
反
削
腕
別
屋
也
又
村
坊
也
字
苑
云
村
尊
反
棚
陥
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野
外
取
県
居
也
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
坊
」
の
文
字
も
確

歩

合

曳
J

か
に
「
高
知
」
と
訓
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

他
に
参
考
す
べ
き
史
料
も
な
く
、
速
断
は
さ
け
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
次
の
よ
う
な
想
定
も
、
日
下
の
一
案
と
し
て
許
さ

れ
よ
う
。

近江国運保荘条里図(部分)

す
な
わ
ち
、
越
前
国
に
多
く
残
る
「
町
」
地
名
は
、
こ
の

国
に
お
い
て
奈
良
中
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
使
用
さ
れ

て
い
た
「
条
l
里
坊
」
の
「
坊
」
呼
称
の
遺
称
地
名
で
は

な
い
の
か
あ
)
O

こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
限
り
、
「
坪
」
地
名

よ
り
数
多
く
残
る
「
町
」
地
名
の
由
来
を
解
け
な
い
の
で
は

な
い
か
。

図4

仮
に
、
こ
の
想
定
が
正
鵠
を
え
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

越
前
固
と
全
く
同
じ
小
字
名
の
残
存
状
況
を
な
し
て
い
る
近

江
田
に
お
い
て
も
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
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「
町
」
地
名
を
記
す
史
料

そ
れ
で
は
、
古
代
・
中
世
の
史
料
の
上
で
、
「
町
」
呼
称
の
存
在
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
江
国
に
関
し
て
は
、
目
下
、
史
料
の
調
査
中
で
は
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
、
ま
ず
は
著
名
な
週
保
荘
条
里
図

g
を
一
不
し
え
よ
う
。

こ
の
絵
図
は
、
室
町
期
の
成
立
と
推
定
さ
れ
、
野
洲
郡
の
一
条
一
里
よ
り
四
条
七
里
に
お
よ
ぶ
条
里
坪
付
と
小
字
名
を
、
き
わ
め
て
詳
細

に
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
二
条
二
里
六
坪
の
小
字
名
と
し
て
「
上
六
ノ
町
」
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
接
す

る
十
一
坪
に
「
六
ノ
マ
チ
」

-
十
二
坪
に
「
六
ノ
町
」
の
小
字
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
絵
図
の
存
在
に
よ
り
、
室
町
期
の
近
江
国
の
野
洲
郡
に
お
い
て
は
、
小
字
名
と
し
て
確
か
に
「
六
ノ
町
」
の
如
き
「
町
」
地
名
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
、
「
チ
ョ
ウ
」
で
は
な
く
て
「
ま
ち
」
と
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
他
で
も
な
い
、
野
洲
郡
二
条
二
里
六
坪
の
小
字
名

近江国の「町j地名をめぐって

が
「
上
六
ノ
町
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
絵
図
は
、
野
洲
郡
の
条
里
制
研
究
の
み
で
は
な
く
、
近

江
国
全
体
の
条
里
呼
称
法
を
考
え
る
上
か
ら
も
、
重
要
な
史
料
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
「
六
ノ
町
」
に
接
し
て
「
ス
ギ
ノ
町
」
の
如
き
個
有
名
調
の
「
町
」
地
名
の
存
在
を
も
明
示
し
て
お
り
、
こ
の

点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
江
固
に
お
け
る
「
町
」
地
名
を
明
記
し
た
史
料
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
他
の
国
に
お
い
て
も
そ
の
存
在

が
想
定
さ
れ
よ
う
。
無
論
、
そ
の
主
旨
に
そ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
各
国
ご
と
に
、
奈
良
期
か
ら
平
安
・
鎌
倉
期
を
へ
て
室
町
期
に
至
る
全
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史
料
の
悉
皆
調
査
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
目
下
の
私
に
は
余
る
こ
と
で
あ
り
、
今
は
管
見
の
範
囲
で
認
め
え
た
、

二
・
二
一
の
事
例
を

以
下
に
示
す
に
止
め
た
い
。



a 

年
不
詳

鳥
羽
天
皇
宣
旨
案
裏
書
2
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小
世
良
村

一
坪
陸
拾
歩

二
坪
陸
段

(
中
略
)

十
七
町
陸
拾
歩

(
後
略
)

こ
の
史
料
は
、
永
久
五
年
(
一
一
一
七
)
に
、
著
名
な
東
大
寺
領
の
美
濃
国
茜
部
荘
に
対
し
て
出
さ
れ
た
宣
旨
案
の
裏
書
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
正
確
な
年
代
は
残
念
な
が
ら
判
明
し
な
い
。

こ
の
裏
書
は
、
ほ
ん
の
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
小
世
良
村
の
一
坪
か
ら
三
六
坪
ま
で
と
、
大
原
村
の
一
坪
か
ら
五
坪
ま
で
の
、
お
そ

ら
く
は
団
地
の
面
積
を
書
き
上
げ
た
も
の
の
断
簡
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
小
世
良
村
の
十
七
坪
の
み
は
坪
と
記
さ
ず
に
、
明
ら
か
に

「
十
七
町
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
と
て
も
、
す
で
に
編
者
が
注
記
す
る
如
く
、
こ
れ
の
み
坪
の
文
字
の
誤

記
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
、
「
町
」
呼
称
を
記
す
数
少
な
い
史
料
の
一
つ
と
し
て
注
目

し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
裏
書
に
記
す
小
世
良
村
と
大
原
村
は
、
著
名
な
備
後
国
の
大
田
荘
と
考
え
て
よ
い
き
。

b 

文
治
五
年
(
一
一
八
九
)

摂
津
垂
水
西
牧
榎
坂
郷
田
畠
取
状
2)

(
三
条
二
里
)

四
坪
丁

新
位
田
一
反
西

『
附
一
回
に
版
」
長
寸
二
反

得
武
三
反

則
行
二
反

忠
士
口
二
反

有
末
一
反



乍常新
九荒位
段半田

:Itt門反
名田大
九一
段反長
....寸

友 七
久段
二乍荒
反六大

反

武
行
一
反

五
ノ
町

中
世
村
落
史
の
研
究
で
有
名
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
お
い
て
は
、
他
に
も
三
条
二
里
の
中
で
、
六
ノ
町
・
七
ノ
町
・
八
ノ
町
・

九
ノ
町
・
十
ノ
町
・
十
八
ノ
町
・
廿
一
ノ
町
の
表
記
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
三
条
二
里
に
お
い
て
も
、
「
三
坪
丁
」

「
十
七
坪
町
」
の

如
き
記
載
が
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
「
五
ノ
町
」
は
「
五
ノ
坪
一
町
」
の
略
で
は
な
く
、
や
は
り
明
確
に
書
き
わ
け
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

そ
の
証
左
と
し
て
は
、
三
条
一
里
の
「
廿
一
丁
一
丁
」
の
表
記
を
示
し
え
よ
う
。
こ
れ
は
廿
一
ノ
町
一
町
の
略
で
あ
り
、
他
で
も
な
い

「
町
」
の
呼
称
の
存
在
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

近江国の「町」地名をめくV て

さ
ら
に
、
史
料
中
に
は
「
廿
五
ノ
」

「
品
川
二
ノ
七
段
」
な
ど
と
略
記
さ
れ
た
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
と
て
も
、
「
坪
」
呼
称
は

す
べ
て
「
十
九
坪
五
段
小
」
の
知
く
必
ず
書
い
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
や
は
り
、
「
廿
五
ノ
(
町
)
」

「
舟
二
ノ
(
町
)
七
段
」
の

略
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
史
料
に
よ
り
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
の
摂
津
田
に
お
い
て
、
確
か
に
「
町
」
呼
称
が
存
在
し
、
条
里
呼
称
法
に
基
づ
く
「
坪
」

呼
称
と
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

....... 
J、

終
わ
り
に
か
え
て
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近
江
国
に
広
く
分
布
す
る
「
町
」
地
名
の
解
明
を
め
ざ
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
小
論
に
お
い
て
、
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
え
た
事
柄
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「坪」呼称・「坊」呼称、とその変化(未完)表 3

平安期奈良期A型
条一一里一一坪

坪

'坊
，町

越前国・若狭閏・加賀図・大和国

丹波国・丹後国・和泉固など

Ee
，
 

ふ

A

阿波国・山城固など

坪

を
以
下
に
一
不
し
、
今
後
の
研
究
に
む
け
て
の
第
一
歩
と
し
た
い
。

ま
ず
、
近
江
国
に
お
い
て
は
、
湖
東
・
湖
北
を
中
心
と
し
て
、
ほ
ぽ
全
域
に
「
八
ノ
町
」
の
如

き
数
日
詞
を
冠
し
た
「
町
」
地
名
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
町
」
地
名
は
、
条
里

制
に
基
づ
く
肝
岡
地
割
の
上
に
そ
の
大
半
が
確
か
に
の
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
条
里
制
に
基
づ
く

「
坪
」
地
名
と
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
町
」
地
名
・
肝
岡
地
割

「
坪
」
地
名
が
セ
ッ
ト
で

存
在
す
る
以
上
、

や
は
り
、
「
町
」
地
名
は
条
里
呼
称
法
の
一
種
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
存
在
形
態
は
、
北
接
す
る
越
前
国
に
お
い
て
も
全
く
同
一
で
あ
り
、
先

の
想
定
を
補
足
す
る
。

そ
の
由
来
に
関
し
て
は
、
近
江
国
の
史
料
か
ら
は
残
念
な
が
ら
た
ど
り
え
な
い
。
し
か
し
、
越

前
回
の
史
料
・
地
名
の
遺
存
状
況
な
ど
か
ら
推
し
て
、
奈
良
中
期
か
ら
平
安
期
の
越
前
国
に
お
い

て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
「
条
l
里
|
坊
」
呼
称
の
遺
称
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
想
定
が
、
正
に
正
鵠
を
え
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
如
き
作
業
仮
説
も
多
少

の
意
義
を
有
し
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
条
里
制
の
研
究
に
際
し
て
一
般
常
識
と
し
て
有
し
て
き
た
「
条

l
里

|

坪
」
の
条
里
呼
称
法
の
他
に
、
今
日
、
「
町
」
地
名
と
し
て
遺
存
す
る
「
条

l
里
|
坊
」
の
条
皇

呼
称
法
も
、
実
は
多
く
の
国
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

「条

l
里
|
坪
」
系
統
の
条
里
呼
称
法
を
使
用
し
て
き
た
国
に
お
い
て
は
、
条
里
呼
称
法
が
導



入
さ
れ
た
奈
良
中
期
よ
り
今
日
。
ま
で
、
条
里
の
最
も
基
礎
と
な
す
べ
き
一
町
四
方
の
空
間
を
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
て
坪
と
称
し
、
今
日

も
「
坪
」
地
名
の
み
が
広
く
分
布
す
る
。
こ
の
系
統
に
は
、
阿
波
国
・
山
城
固
な
ど
が
属
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
条
1

里
坊
」
系
統
の
条
里
呼
称
法
を
使
用
し
て
き
た
国
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
は
、
平
安
期
に
坊
か
ら
坪
へ
の

全
面
改
訂
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
今
日
で
は
、
多
く
の
「
坪
」
地
名
と
、
少
数
の
「
坊
」
地
名
・

「
町
」
地
名
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
何
故
に
か
、
そ
の
代
表
例
た
る
べ
き
近
江
国
・
越
前
国
に
お
い
て
も
「
八
ノ
坊
」
の
如
き

「
坊
」
地
名
は
ほ
と
ん
ど
遺
存
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
と
は
云
わ
ぬ
ま
で
も
、
そ
の
大
半
が
「
町
」
地
名
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
研
究
に
倹
つ
も
の
の
、
日
下
の
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ

会
A
m
b
り

一
町
四
方
の
空
間
を
指
し
示
す
「
坊
」
の
文
字
・
呼
称
は
、
奈
良
中
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
の
導
入
当
時
の
「
坪
」
呼
称
が
そ

ちう
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
使
用
す
る
農
民
に
と
っ
て
は
、
な
じ
み
の
薄
い
、
き
わ
め
て
機
械
的
な
、
支
配
者
的
な
呼
称
で
あ
り
、
在
地
に
根

近江国の「町」地名をめぐって

を
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
坪
」
呼
称
に
全
面
改
訂
さ
れ
て
定
着
し
た
平
安
前
期
以
降
に
お

品
友
生
つ

田
区
を
さ
す
語
句
で
も
あ
っ
た
「
町
」
の
文

い
て
も
、
旧
来
の
「
坊
」
の
文
字
・
呼
称
は
使
用
さ
れ
ず
、
田
畠
の
面
積
の
単
位
で
あ
り
、

字
・
呼
称
を
通
字
と
し
て
使
用
し
て
き
た
の
で
は
な
い
の
か
。

無
論
、
上
記
の
説
明
で
す
べ
て
が
解
け
う
る
も
の
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
他
に
も
、
都
城
の
条
坊
呼
称
法
の
基
本
と
な
す
べ
き
空
間

を
、
す
で
に
平
城
京
の
末
期
の
段
階
で
「
町
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

g
、
こ
れ
に
続
く
長
岡
京
・
平
安
京
に
お
い
て
も
こ
の

「
町
」
呼
称
を
全
面
的
に
採
用
し
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
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そ
し
て
、
近
江
田
・
越
前
固
と
同
じ
く
、
条
里
制
に
基
づ
く
肝
岡
地
割
の
上
に
、
多
く
の
「
坪
」
地
名
と
少
数
の
「
町
」
地
名
の
混
在

を
認
め
う
る
若
狭
国
8
・
加
賀
国
2
・
大
和
国
・
丹
波
国
・
丹
後
国
・
和
泉
国
・
備
前
国
き
な
ど
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
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在
の
研
究
段
階
に
お
い
て
は
、
近
江
田
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
小
さ
な
研
究
で
は
あ
る
が
、
実
は
条
里
呼
称
法
全
体
に
か
か
わ
る
重
要
か
っ

基
本
的
な
問
題
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
は
、
条
里
呼
称
法
が
遅
速
の
差
を
認
め
つ
つ
も
、
全
国
で
導
入
さ
れ
た
奈
良
中
期
か
ら
平
安
初

期
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
条
|
里
|
坊
」
系
統
の
呼
称
法
の
方
が
、
よ
り
多
く
の
国
々
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
な
ど
、

多
く
の
新
し
い
課
題
を
提
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

条
里
呼
称
法
の
研
究
に
お
い
て
は
、
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
点
を
か
か
え
て
い
る
。
さ
ら
に
意
欲
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る

」
と
が
期
待
さ
れ
る
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、
筆
者
が
目
下
研
究
を
進
め
て
い
る
条
皇
制
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
調
査
に
際
し
て
御
配
慮
い
た
だ

き
ま
し
た
滋
賀
県
の
関
係
各
市
町
村
の
皆
様
、
福
井
調
査
に
際
し
て
公
私
と
も
に
御
世
話
下
さ
い
ま
し
た
田
中
正
人
氏
(
現
・
福
井
県
立
丹
生
高
等
学

校
)
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大
学
院
卒
業
の
後
も
、
あ
た
た
か
い
励
ま
し
の
御
一
言
葉
と
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
菊
地
利
夫
先
生
・
千
葉
徳
爾
先
生
・
黒
崎
千
晴

先
生
・
石
井
英
也
先
生
な
ら
び
に
大
学
院
の
先
輩
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
滋
賀
大
学
で
の
学
会
発
表
に
際
し
、
有
益
な
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
足
利
健
亮
・
木
下
良
・
戸
祭
由
美
夫
・
井
戸
庄
三
・
金
坂
清
則
・
金

田
章
裕
・
水
津
一
朗
の
各
先
生
方
に
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
九
八
七
年
春
、
筑
波
大
学
を
御
退
官
さ
れ
ま
し
た
黒
崎
千
晴
先
生
に
、
小
論
を
献
呈
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
、
一
九
八
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
(
課
題
番
号
六
二
九
O
四
O
四
O

条
里
坪
付
法
に
お
け
る
「
坪
」
呼
称
の
導
入
を
め
ぐ
っ

て
)
に
よ
る
成
果
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。



近江国の「町j地名をめぐって

註(
1
)

米
倉
二
郎
「
農
村
計
画
と
し
て
の
条
里
制
」
『
地
理
論
叢

二
円
一
九
三
=
一
。

(
2
)

足
利
健
亮
「
古
代
の
郡
郷
等
に
お
け
る
正
倉
院
追
求
試
論
・
第
二
報
近
江
国
の
場
合
」
「
人
文
』
一
一
一
、
一
九
六
六
。

(
3
)

足
利
健
亮
「
近
江
の
条
里
」
(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
び
わ
湖
周
遊
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
八

O
)
、
七
三
|
八
四
頁
。

(
4
)

服
部
昌
之
『
律
令
国
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
三
。

(
5
)

金
田
章
裕
『
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
五
。

(
6
)

拙
稿
「
条
皇
呼
称
法
の
基
本
的
研
究
(
そ
の
こ
|
「
坪
」
呼
称
の
導
入
と
そ
の
周
辺
|
」
人
文
地
理
学
会
研
究
発
表
要

旨
、
一
九
八
七
、
七
八
七
九
頁
。

拙
稿
「
書
評
金
田
章
裕
著
「
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
研
究
」
史
境
一
問
、
一
九
八
七
、
一
三
六
|
一
四
O
頁。

(
7
)

長
浜
市
税
務
課
作
成
『
長
浜
市
小
字
分
布
図
』
に
よ
る
。

(
8
)

『
大
日
本
古
文
書
』
一
一
一
巻

i
二
四
二
頁
。

(
9
)

『
日
本
荘
園
絵
図
集
成
』
上
|
五
頁
。

(
叩
)
石
上
英
一
「
弘
福
寺
及
び
東
大
寺
を
中
心
と
し
た
古
代
寺
領
荘
園
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
報
十

九
、
一
九
八
四
、
六
九
|
七
O
頁。

(
日
)
『
大
日
本
古
文
書
』
六
巻
|
五
九
九
頁
。

(
ロ
)
『
平
安
遺
文
』
一
巻
|
一
五
号
。

(
日
)
前
掲

(
6
)

(
比
)
『
平
安
遺
文
』
一
巻
|
一
二
八
号
。

(
日
)
丸
山
竜
平
「
鴨
遺
跡
の
発
掘
調
査
」
日
本
歴
史
三
八
一
、
一
九
八
O
、
九
四
l
九
五
頁
。

(
凶
)
福
井
県
史
編
纂
室
の
御
好
意
に
よ
る
。
こ
の
紙
面
を
御
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
げ
)
前
掲

(
6
)

(
国
)
田
中
正
人
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

』 、

「
律
令
時
代
初
期
の
村
落
」
『
地
理
論
叢

九
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(
ゆ
)
田
中
正
人
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
初
)
「
越
前
の
条
皇
制
」
福
井
県
史
研
究
・
創
刊
号
、

く
指
摘
し
て
い
る
。
と
く
に
三
二
頁
の
注

(
6
)
。

(
幻
)
『
日
本
荘
園
絵
図
集
成
』
下
|
四
頁
。
他
に
も
、
『
滋
賀
県
史
』
第
二
巻
、
「
尺
度
綜
孜
』
に
も
同
図
を
載
せ
て
い
る
。

(
幻
)
『
平
安
遺
文
』
第
五
巻
|
一
八
八
二
号
。

(
お
)
高
重
進
『
古
代
・
中
世
の
耕
地
と
村
落
」
大
明
堂
、
一
九
七
五
、
二
六
八
二
七
O
頁。

(
鈍
)
『
鎌
倉
遺
文
」
一
巻
|
三
七
六
号
・
三
七
七
号
。

(
お
)
従
来
は
、
平
城
京
に
お
い
て
「
坪
」
と
「
坊
」
が
使
用
さ
れ
、
長
岡
京
・
平
安
京
に
お
い
て
「
町
」
に
全
面
改
訂
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
条
坊
呼
称
法
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

(
お
)
若
狭
国
の
条
里
に
関
し
て
は
、
田
中
完
一
先
生
に
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

田
中
完
一
「
敦
賀
・
若
狭
の
条
里
」
自
然
と
社
会
四
三
、
一
一
七
頁
。

加
賀
国
は
弘
仁
一
四
年
(
八
二
三
)
に
分
立
す
る
ま
で
は
越
前
国
に
属
し
て
お
り
、
当
然
と
も
云
え
よ
う
。

服
部
昌
之
「
古
代
の
直
線
国
境
に
つ
い
て
」
歴
史
地
理
学
紀
要
一
七
、
一
九
七
五
、
一
八
|
二

O
頁。

一
九
八
四

に
お
い
て
、
真
柄
甚
松
・
田
中
正
人
の
両
氏
が
こ
の
点
を
逸
早

(
幻
)

(
お
)




